
下田市こども計画策定業務委託プロポーザル方式選定審査基準 

 

 

１ 評価基準 

評価基準 審査項目 方法 配点 

① 
事業目的及び企画提案に対する

評価 
選定委員会にて採点 85 

② プレゼンテーション評価 選定委員会にて採点 10 

③ 
実施体制及び事業実績に対する

評価 
事務局で確認し採点 45 

④ 見積価格に対する評価 事務局で確認し採点 10 

合  計 150 

 

２ 評価基準①に対する評価（配点 85点） 

 別紙、採点表に基づき評価を行う。 

評価基準 審査基準 配点 

事業目的の

理解 

・最新の子ども子育て支援法、こども基本法に関する制

度の理解：５点満点 

・本市における現状の理解：10点満点 

15 

提案内容 

・提案手法を評価：30点満点 

・作業手順を評価：10点満点 

・作業工程の実現可否：10点満点 

・本計画策定における情報収集能力を評価：10点満点 

・その他有効な業務支援を遂行する能力の有無：10点満

点 

 

70 

合  計 85 

※各委員採点の平均を小数点第２位で四捨五入し、小数点第１位までを配点。 

 

 



３ 評価基準②に対する評価（配点 10点） 

  別紙、採点表に基づき評価を行う。 

評価基準 審査基準 配点 

プレゼンテ

ーション 

・資料作成力を評価：５点満点 

・説得力を評価：５点満点 
10 

合計 10 

 

 

４ 評価基準③に対する評価（配点 45点） 

 提出された業務実績表、担当者経歴書、会社概要を元に、事務局が別紙、採点表

に基づき評価を行う。 

評価基準 審査基準 配点 

実施体制 

業務の実施体制 主担当者の実績、経験等を有するか。 

・実務年数：10点満点 

・策定実績：10点満点 

・スタッフ人数：10点満点 

・経営規模：5点満点 

35 

事業実績 

こども計画策定業務について、十分な実績を有するか。 

・子ども・子育て支援事業計画策定業務、子どもの貧困に

関する計画策定業務、子ども・若者育成支援に関する計

画策定業務又は類似の受託実績を評価：10点満点 

10 

合  計 45 

 

 

５ 評価基準④に対する評価（配点 10点） 

 提出された見積明細書を元に、事務局が別紙、採点表に基づき評価を行う。 

評価基準 審査基準 配点 

見積明細書

の総額 
評価点＝配点×（１-（見積額）/（参考予算上限額）） 10 

※全選定委員の平均得点が 90 点に満たない場合は基準を満たしていないとして、受託

候補者として選定せず、選定委員会をやり直すこととする。 


